
船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年５月１１日 １７時２７分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港葛
かつ

南
なん

区江戸川河口付近 

 浦安沖灯標から真方位０３４°４.５海里付近 

 （概位 北緯３５°４０.５′ 東経１３９°５６.８′） 

事故の概要  油タンカー兼引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船董
とう

和
わ

丸は、東北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年６月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー兼引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船 董和

丸、４９８トン 

１４３０３３、ショクユタンカー株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約４８cm 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、空倉の状態で、船長が、単独で

操舵室中央の操舵スタンドの前に立って出港操船に当たり、増速しな

がら東北東進した。 

 船長は、操舵室前部左舷側の棚上に設置された電子海図の表示装置

（以下「本件装置」という。）が警報音を発してうるさいので、警報

音を止めようとしたところ、‘本件装置の画面に表示された英語によ

る多数のエラーメッセージ’（以下「本件メッセージ」という。）が表

示されていることに気付いた。 

 本船は、緑色浮標の手前で転針する予定で約８ノットの対地速力と

なって東北東進中、船長が、本件装置の画面を指でタッチして本件メ

ッセージを消去していたところ、転針目標としていた緑色浮標が右舷

正横に見えたので、慌てて主機を全速力後進として右舵を取ったもの

の、浅所に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約１.８ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

船長は、本件メッセージを消去しなければ警報音を停止させる操作

ができなかったので、本件メッセージを消去する操作に気をとられて

しまったと本事故後に思った。 

分析  本船は、東北東進中、船長が、本件メッセージを消去する操作に意

識を向けて航行を続けたことから、予定転針場所を通過し、転針目標



 

の緑色浮標が右舷正横となっていたことに気付いて右舵を取ったもの

の、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、東北東進中、船長が、本件メッセージを消去す

る操作に意識を向けて航行を続けたため、予定転針場所を通過し、浅

所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、電子海図の表示装置の操作等に意識を向け過ぎること

なく、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 

 


